
平成28年12月に公布・施行された「再犯の防止等の推進に関する法律」、平成29年12月に閣議決定された「再犯防止推進計画」により、
都道府県による「地方再犯防止推進計画」の策定が努力義務とされた。
また、令和５年３月には第二次再犯防止推進計画が策定され、地域による包摂を推進するための取組等が新たに重点課題に加えられた。
県では、令和２年３月に「新潟県再犯防止推進計画（社会復帰支援計画）」を策定し、再犯防止の取組を推進してきたが、今般の国の
第二次再犯防止推進計画で新たに示された内容を踏まえた取組を実施することで、罪を犯した者等が立ち直り、地域社会の一員として、とも
に生き、支え合う社会づくりを促進するため、「第二次新潟県再犯防止推進計画」を策定する。

１ 計画について
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２ 基本方針

再犯防止推進法第３条に掲げられる「基本理念」及び国の計画に設定された「基本方針」を踏まえ、次に掲げる６つの取組を重点的に実
施する。
① 就労・住居の確保
② 保健医療・福祉サービスの利用の促進
③ 非行の防止等
④ 犯罪をした者等の特性に応じた効果的な支援
⑤ 民間協力者の活動の促進等、広報・啓発活動の推進
⑥ 地域による包摂の推進（市町村・国・関係団体との連携強化の取組）



第二次新潟県再犯防止推進計画（案）の概要

第１節 計画策定の趣旨
「再犯の防止等の推進に関する法律」及び国の再犯防止推進計画を踏ま
え、罪を犯した人が立ち直り、地域社会の一員として、ともに生き、支え合う社
会づくりを促進するため、「第二次新潟県再犯防止推進計画」を策定するも
の。
第２節 計画の位置付け
国の再犯防止推進法第８条第１項に基づく地方再犯防止推進計画

第３節 計画の対象者
犯罪をした者等（起訴猶予者、起訴猶予が見込まれる被疑者、執行猶予
者、矯正施設出所者、非行少年若しくは非行少年であった者等のうち、支
援が必要な者）とする。
第４節 計画の期間
令和８年度から令和12年度（５年間）

第５節 基本方針
再犯防止推進法第３条に掲げられる「基本理念」及び国の計画に設定さ
れた「基本方針」を踏まえ、次に掲げる６つの取組を重点的に実施する。
① 就労・住居の確保
② 保健医療・福祉サービスの利用の促進
③ 非行の防止等
④ 犯罪をした者等の特性に応じた効果的な支援
⑤ 民間協力者の活動の促進等、広報・啓発活動の推進
⑥ 地域による包摂の推進（市町村・国・関係団体との連携強化の取組）

第６節 目指す姿
犯罪をした者等が、地域社会において孤立することなく県民の理解協力を得
て立ち直り、 再び地域社会を構成する一員としてともに生き、支え合う社会
の実現を目指すものとする。
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第１章 計画の基本的な考え方 第２章 新潟県の現状

○ 県内の刑法犯検挙者中の再犯者数は令和３年か
ら横ばい状態で再犯者率は約５割で推移しており、
全国再犯者率より高い割合となっている。

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

県内の刑法犯検挙者中の再犯者数及び再犯者率

検挙人員 うち再犯者



第１節 就労・住居の確保のための取組
１ 就労の確保等の取組
● 就労支援の充実
● 暴力団関係者の離脱・就労支援の充実
● 就労支援員等による就労支援、就労準備支援事業
● 県主催の企業向けのセミナー等での協力雇用主制度の
周知

● 県の競争入札参加資格審査での加点措置
２ 住居の確保等の取組
● 公営住宅への受入
● 民間賃貸住宅による居住支援
● 住居確保給付金の支給・居住支援事業

第２節 保健医療・福祉サービスの利用の促進のための取組
● 新潟県地域生活定着支援センターの充実強化
● 地域再犯防止推進事業の実施
● 連携ネットワークの構築
● 保健医療・福祉サービスの周知
● 障害者への支援の充実
● 薬物依存症者への支援
● 依存症者への支援

第３節 非行の防止等
● 学校と警察が連携した非行防止活動の実施
● 地域における非行防止活動の推進

第二次新潟県再犯防止推進計画（案）の概要

第３章 施策の展開
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第４節 犯罪をした者等の特性に応じた効果的な支援
● 薬物乱用防止啓発事業
● 依存症者への支援≪再掲≫
● 少年サポートセンターによる支援
● ストーカー加害者に対する再犯防止対策
● 子どもへの暴力的性犯罪の再犯防止に向けた取組

第５節 民間協力者の活動の促進、広報・啓発活動のための取組
１ 民間協力者の活動の促進のための取組
● 民間支援団体等との連携
２ 広報・啓発活動のための取組
● 民間支援団体の啓発活動の推進

第６節 地域による包摂の促進（市町村・国・関係団体との連携強
化の取組）

● 国・市町村・関係団体との連携の強化
● 地域のネットワークづくり
● 県内の福祉支援・福祉サービスの情報共有
● 市町村再犯防止推進計画の策定の推進等
● 矯正施設や更生保護施設見学等を通じた市町村再犯防止
推進担当者の理解促進

● 地域福祉に係る包括的な支援体制の整備
● 支援会議・支援調整会議

福祉保健部

＜県の既存施策を整理・体系化＞



１ 対象者・支援時期別施策一覧（※）
２ 県内の福祉支援・福祉サービス一覧
３ 再犯の防止等の推進に関する法律（平成28年法律104号）
４ 用語の説明
５ 第二次再犯防止推進計画（概要）（国計画）
６ 第二次新潟県再犯防止推進計画策定委員会

※対象者別：高齢者・障害者、少年、その他 支援時期別：入口支援、在所・在院中、出口支援、その他

第二次新潟県再犯防止推進計画（案）の概要

第４章 資料
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